
低入札価格調査について

低入札価格調査に関しては次のとおりとなりますので、記載事項を十分確認してください。

１ 対象者

低入札価格調査基準価格を下回る入札をされた方全員

２ 提出書類

(1) 誓約書（様式第１）

(2) 入札金額の積算内訳書（任意様式）

(3) 調査票（様式１）

(4) 調査票（様式１）の各項目に関連する添付書類（別紙「調査票の記入にあたっての注意事項」

を参照のこと。

３ 提出期限

令和８年１月２９日（木）１７時まで・・・期限厳守

・期限までに提出のない場合は失格とします。

４ 低入札価格調査に関するヒアリング調査について

・最低価格で入札した方を対象に、担当課と契約課によるヒアリング調査を行います。日時及び

場所については資料提出後、別途連絡します。

・最低価格で入札した方のヒアリング調査の結果、落札候補者と決定する場合は、本件の低入札

価格調査は終了となります。落札候補者としない場合は、次順位の方のヒアリング調査を行い

ます（次順位も低入札価格調査対象者である場合に限る）。以下、同様に行います。

・ヒアリング結果については、決定後、ヒアリング対象者のみに連絡します。

５ 入札結果の報告

・入札結果については、契約後、契約課事務室での掲示となります。

・案件により調査期間は異なりますので、結果報告日はお知らせできかねます。

６ 関係要綱等

低入札価格調査については、次の要綱及び要領をよく確認してください（別添参照）。

(1) 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱（平成 15年 10月 21日市長決裁）

(2) 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱実施要領（平成 15年 10月 21日財政局長決裁）














































